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第105期
定時株主総会招集ご通知

日　時
平成28年６月28日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

場　所
広島市中区紙屋町一丁目３番８号
当行本店７階集会室

議決権行使書用紙または
インターネットによる議決権行使期限
平成28年６月27日（月曜日）
午後６時

議決権行使のお願い
株主総会における議決権の行使は、株主の皆さまの大切な権利です。
是非とも議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
詳細は２頁をご覧ください。

株主総会に
ご出席いただける場合

株主総会に
ご出席いただけない場合

同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出ください

書面またはインターネット
によりご行使ください

証券コード  8379
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証 券 コ ー ド 8 3 7 9
平 成 2 8 年 6 月 7 日

株 主 各 位
広島市中区紙屋町一丁目３番８号

取締役頭取 池　田　晃　治

第105期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当行第105期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいます
ようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）により議決権
を行使することができます。
　書面により議決権を行使される場合には、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討
くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年６月27日
（月曜日）午後６時までに到着するよう折返しご送付くださいますようお願い申しあげます。
　電磁的方法（インターネット）により議決権を行使される場合も同様に株主総会参考書類を
ご検討くださいまして、後記の「インターネットにより議決権行使をされる場合のお手続き
および取扱い等について」（46頁）をご高覧のうえ、平成28年６月27日（月曜日）午後６時
までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日　時 平成28年６月28日（火曜日）午前10時
２．場　所 広島市中区紙屋町一丁目３番８号　当行本店７階集会室
３．目的事項 （平成27年４月 1 日から

平成28年３月31日まで）報告事項 第105期 事業報告、計算書類、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役10名選任の件

以　上
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株主総会にご出席いただける場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し
あげます。

開催日時：平成28年６月28日（火曜日）午前10時
開催場所：当行本店７階集会室

株主総会にご出席いただけない場合

書面による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、郵送にてご
返送ください。なお、各議案につき賛否のご表示のない場合は、賛成の意
思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

行使期限：平成28年６月27日（月曜日）午後６時必着

インターネットによる議決権行使
詳細は46頁をご参照のうえ、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限：平成28年６月27日（月曜日）午後６時まで

１．書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を
有効として取扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、
最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

２．次の事項につきましては、法令ならびに当行定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当行ウェブサイ
ト（アドレス http://www.hirogin.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりませ
ん。
①計算書類の「株主資本等変動計算書」および「計算書類の注記」
②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結計算書類の注記」
したがって、本招集ご通知の計算書類および連結計算書類は、会計監査人および監査役会が監査報告書を作成
するに際して監査した計算書類および連結計算書類の一部であります。

３．株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上
の当行ウェブサイト（アドレス http://www.hirogin.co.jp/）に掲載させていただきます。 2
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(添付書類)

第105期（平成27年４月 1 日から
平成28年３月31日まで）事業報告

１　当行の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果等

〔主要な事業内容〕
　当行は、広島県に本店を置き、隣接する岡山県、山口県、愛媛県を含めた４県を中心と
する地域の金融機関として、充実したネットワークを活かし、預金業務、貸出業務、内国
為替業務、外国為替業務、信託業務に加え、投資信託や保険商品の窓口販売業務等の総合
金融サービスを提供しております。

〔経済金融環境〕
　平成27年度のわが国経済は、輸出や生産活動が総じて堅調に推移する中、日本銀行の金
融緩和策や政府の経済政策を背景に、企業業績の回復や雇用・所得環境の改善がみられま
した。また、個人消費や住宅投資が底堅く推移するなど、景気は緩やかな回復基調で推移
しました。しかし、年度後半以降は、中国経済の減速や原油価格下落に伴う世界経済の下
振れリスクの影響が懸念されるなど、景気の先行き不透明感が高まりました。
　当地方の経済は、主力の自動車産業を中心に、輸出や生産活動が堅調に推移しました。
また、雇用・所得環境が改善し、個人消費が底堅く推移したほか、住宅投資に持ち直しの
傾向がみられるなど、全体として景気は緩やかに回復しました。
　金融面では、平成28年１月の日本銀行によるマイナス金利政策の導入を受けて、短期金
利が０％を割り込んだほか、長期金利が史上初めてマイナスになるなど、金利低下が一段
と進みました。

〔事業の経過及び成果〕
　このような経済金融環境の下、当行は、「地域社会との強い信頼関係で結ばれた、頼り
がいのある＜ひろぎんグループ＞を構築する」という経営ビジョンの実現に向け、「中期
計画2015～地域と共に未来を『創る』～」をスタートし、お客さま第一主義を実践する
中で、地域に密着した総合金融サービスの提供に努めてまいりました。
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　営業面では、お客さまのニーズにタイムリーかつスピーディーにお応えするため、投資
信託等の商品構成を充実させたほか、「＜ひろぎん＞Let’s NISAキャンペーン」や「＜ひ
ろぎん＞いいね！資産運用キャンペーン」等の各種キャンペーンを実施しました。また、
お客さまに「使いやすさ」・「安心・安全」を提供するため、すべてのATMを最新機種に
更改したほか、「＜ひろぎん＞ダイレクトバンキングサービス」も全面的にリニューアル
しました。
　地方創生に向けた活動では、個人のお客さま向けには、「電子マネー方式プレミアム付
き商品券『HIRОCA』」の発行・運営を行ったほか、「＜ひろぎん＞子育て家族応援プラ
ン　赤ちゃんはじめまして定期預金」等の育児応援商品の取扱いや「＜ひろぎん＞夢をつ
むぐ子育て支援キャンペーン」等を実施しました。法人や個人事業主のお客さま向けには、
地元中小企業の健康経営への取組みを促進・支援することを目的とした「＜ひろぎん＞健
康経営評価融資制度」や円滑な事業承継を目的とした「＜ひろぎん＞事業承継サポートロ
ーン」等の融資商品を創設しました。また、広島市・呉市・府中市と地域活性化連携協定
書等を締結し、行政との連携も深めました。
　店舗につきましては、平成28年１月に平和大通り支店を新設したほか、南観音出張所を
観音支店に昇格させ、渉外担当者を配置するなど、営業力の強化を図りました。
　店舗外現金自動設備につきましては、期中10ヵ所に新設した一方で５ヵ所廃止し、期末
現在で323ヵ所に設置しております。なお、「コンビニATMサービス」として共同利用で
きる店舗外現金自動設備は、期中2,089ヵ所増加して期末現在で全国45,512ヵ所（うち広
島県内1,066ヵ所）となりました。
　また、CSR（企業の社会的責任）の一環として、広島県と共同で事業所内保育施設「イ
クちゃんち」を開設したほか、当行従事者による地域清掃活動や地域イベントへの参加、
「キッズ・マネースクール」・「職場体験学習」等の金融教育支援を実施し、地域社会の
一員として、コミュニティ活動やボランティア活動にも積極的に取り組んでおります。
　以上のように、株主及びお取引先の皆さま方の力強いご支援のもと、全行をあげて収益
力の強化と経営基盤の拡充を図り、経営の合理化に努めました結果、次のような業績を収
めることができました。
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（預　　金）
　預金は、地域に密着した地道な営業活動に努めた結果、個人預金・法人預金がともに大
きく増加し、期中2,724億円増加して、期末残高は６兆7,975億円となりました。

（貸 出 金）
　貸出金は、地元のお取引先の資金ニーズに積極的にお応えした結果、期中1,651億円増
加して、期末残高は５兆2,672億円となりました。

（有価証券）
　有価証券は、市場動向に配意した運用に努めました結果、国債が減少したことを主因に、
期中1,401億円減少して、期末残高は１兆9,993億円となりました。

（外国為替取扱高）
　外国為替取扱高は、資本取引が減少したことを主因に、前期比14億66百万ドル減少し
て、156億２百万ドルとなりました。

（損益状況）
　損益につきましては、資金の効率的な運用・調達、役務取引の推進、経営全般に亘る合
理化に鋭意努め、収益力の強化を図ることはもとより、お取引先への経営改善支援を強化
するなど、与信管理の徹底等を図りました結果、経常利益は、前期比54億３百万円増加し
て451億36百万円、当期純利益は、前期比61億15百万円増加して300億２百万円となり
ました。なお、連結ベースの経常利益は、前年度比68億95百万円増加して472億10百万
円、親会社株主に帰属する当期純利益は、前年度比47億92百万円増加して313億55百万
円となりました。

〔当行の対処すべき課題〕
　平成27年度の当行の業績は、日本銀行の量的・質的金融緩和等による低金利環境が長引
く中、資金利益や役務取引利益等の減少があったものの、国債等債券売却益の増加やお取
引先への経営支援を通じた与信費用の削減等により、当期純利益は前年比61億円増益の
300億円となりました。
　一方で、今後の金融機関を取り巻く環境を展望しますと、人口や事業所数の減少に加え、
日本銀行のマイナス金利政策導入による一層の市場金利の低下等、これまで以上に厳しい
状況を迎えつつあります。
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　こうした状況を乗り越えるべく、当行では、既成概念からの脱却によって「現場力」を
磨き上げ、地域における資金循環機能をこれまで以上に発揮していくとともに、高度な金
融サービスの提供に努めてまいります。
　具体的には、事業性評価の推進や創業・ベンチャー支援、瀬戸内地域の観光産業活性化
に向けた取組み等を通じて地域における仕事の創出を図り、地方創生の実現に貢献してま
いります。
　また、女性の活躍に向けた取組みの強化や専門人材の採用によるダイバーシティの推進
に加え、他業態と連携したニュービジネスへの取組み等を通じて、あらゆるサービスに一
層の付加価値をもたらしていくとともに、持続的成長の実現に向けたビジネスモデルの構
築に努めてまいります。
　加えて、サイバーセキュリティ管理の強化やマイナンバー法への適切な対応、振り込め
詐欺未然防止への取組み等、お客さま保護に努めていくとともに、高い倫理観の醸成に向
けた継続的な取組みを行う中で、役職員一人ひとりがコンプライアンスを実践してまいり
ます。
　さらに、当行は地域になくてはならない銀行グループを目指すために、社会貢献や環境
保全といったCSRに関するあらゆる面で積極的に行動し、地域での存在価値を更に高めて
まいります。
　これらの取組みを通じて、全てのステークホルダーから信頼される、頼りがいのある
＜ひろぎんグループ＞を構築してまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご鞭撻を賜りますようお願い申しあげ
ます。
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(2) 財産及び損益の状況
(単位：億円)

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
預 金 59,325 61,881 65,251 67,975

定 期 性 預 金 22,602 23,354 24,847 25,489
そ の 他 36,722 38,526 40,403 42,486

社 債 700 500 200 200
貸 出 金 46,451 48,046 51,021 52,672

個 人 向 け 9,438 9,796 9,942 10,197
中 小 企 業 向 け 21,876 22,628 24,303 25,323
そ の 他 15,136 15,620 16,776 17,151

特 定 取 引 資 産
(トレーディング資産) 155 125 185 122
特 定 取 引 負 債
(トレーディング負債) 132 103 162 102

有 価 証 券 20,642 19,891 21,394 19,993
国 債 12,568 11,283 11,346 10,528
そ の 他 8,074 8,608 10,047 9,465

総 資 産 70,595 72,009 78,798 81,852
内 国 為 替 取 扱 高 571,142 576,933 561,843 577,305

外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル
21,038 17,526 17,068 15,602

経 常 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円
29,653 38,138 39,733 45,136

当 期 純 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円
16,743 22,450 23,887 30,002

１株当たりの当期純利益 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭
27　03 36　18 38　43 48　19

信 託 財 産 301 311 312 385

信 託 報 酬 百万円 百万円 百万円 百万円
108 109 136 150

(注) １．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．１株当たりの当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数（自己株式数を控除した株式数）で除

して算出しております。
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（参考）連結業績の推移
(単位：億円)

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

経 常 収 益 1,323 1,437 1,288 1,343

経 常 利 益 322 393 403 472

親会社株主に帰属する当期純利益 174 228 265 313

純 資 産 額 3,663 3,585 4,361 4,479

総 資 産 70,616 72,055 79,170 82,009
(注) 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。

(3) 使用人の状況
当 年 度 末 前 年 度 末

使 用 人 数 3,380人 3,367人

平 均 年 齢 40 年 6 月 40 年 9 月

平 均 勤 続 年 数 17 年 1 月 17 年 5 月

平 均 給 与 月 額 417千円 410千円
(注) １．平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。

２．使用人数には、臨時雇員及び嘱託は含まれておりません。
３．平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

8
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(4) 営業所等の状況
イ　営業所数の推移

当 年 度 末 前 年 度 末

広 島 県 136 店 うち出張所 136 店 うち出張所
（ 16 ） （ 17 ）

岡 山 県 10 （ ― ） 10 （ ― ）

山 口 県 7 （ ― ） 7 （ ― ）

島 根 県 1 （ ― ） 1 （ ― ）

愛 媛 県 6 （ ― ） 6 （ ― ）

福 岡 県 2 （ ― ） 2 （ ― ）

兵 庫 県 2 （ ― ） 2 （ ― ）

大 阪 府 1 （ ― ） 1 （ ― ）

愛 知 県 1 （ ― ） 1 （ ― ）

東 京 都 1 （ ― ） 1 （ ― ）

国 内 計 167 （ 16 ） 167 （ 17 ）

海 外 ― （ ― ） ― （ ― ）

合 計 167 （ 16 ） 167 （ 17 ）
(注) 上記のほか当年度末において、駐在員事務所、店舗外現金自動設備を次のとおり設置しております。

当 年 度 末 前 年 度 末

駐 在 員 事 務 所 3ヵ所 3ヵ所

店 舗 外 現 金 自 動 設 備 45,835ヵ所 43,741ヵ所
なお、上記の店舗外現金自動設備には、株式会社セブン銀行、株式会社イーネット、株式会社ローソン・エイ
ティエム・ネットワークス等との提携（以下、コンビニATMという。）による共同の店舗外現金自動設備を
45,512ヵ所（前年度末43,423ヵ所）含んでおります。

9

営業所等の状況
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ロ　当年度新設営業所
営 業 所 名 所 在 地

平和大通り支店 広島県広島市西区東観音町3番17号
(注) １．当年度において観音支店南観音出張所を廃止いたしました。

２．上記のほか、当年度において次のとおり店舗外現金自動設備を10ヵ所新設いたしました。
（コンビニATMを除く）

廿 日 市 支 店 ゆ め タ ウ ン 廿 日 市 出 張 所 (広 島 県 廿 日 市 市 下 平 良)
福 山 春 日 支 店 ハ ー ト 坪 生 店 出 張 所 (広 島 県 福 山 市 坪 生 町)
福 山 野 上 支 店 み ど り 町 モ ー ル 出 張 所 (広 島 県 福 山 市 緑 町)
五日市支店マックスバリュエクスプレス藤垂園店出張所 (広島県広島市佐伯区藤垂園)
西条支店マックスバリュ西条御条店出張所 (広島県東広島市西条御条町)
向 洋 支 店 フ レ ス タ 安 芸 府 中 店 出 張 所 (広島県安芸郡府中町新地)
祇 園 支 店 フ レ ス タ 長 束 店 出 張 所 (広島県広島市安佐南区長束)
海 田 支 店 シ ョ ー ジ み ど り 坂 店 出 張 所 (広島県広島市安芸区瀬野西)
呉支店呉市役所キャッシュコーナー出張所 (広 島 県 呉 市 中 央)
廿 日 市 支 店 フ ジ 廿 日 市 店 出 張 所 (広 島 県 廿 日 市 市 城 内)

　また、当年度において尾道栗原支店三谷屋門田プラザ店出張所、祇園支店フレスタ長束店出張所、西条
支店エルピーダメモリ出張所、因島支店ユアーズ因島店出張所、本店営業部アンデルセン広島店出張所を
廃止いたしました。
（コンビニATMを除く）

(5) 設備投資の状況
イ　設備投資の総額

(単位：百万円)

設 備 投 資 の 総 額 4,561

ロ　重要な設備の新設等
(単位：百万円)

内　　容 金　　額

店 舗 3,185

事 務 所 ほ か 1,375

10
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(6) 重要な親会社及び子会社等の状況
イ　親会社の状況

　重要な親会社については、該当ありません。

ロ　子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主 要 業 務 内 容 設立年月日 資 本 金
当行が有する
子 会 社 等 の
議 決 権 比 率

そ の 他

ひろぎん
ビジネスサポート

株式会社
広島市中区紙屋町

一丁目３番８号
連結決算業務、
印刷・製本業務等

平成２年
11月30日

百万円
40

％
100.00

ひろぎん
モーゲージサービス

株式会社
広島市中区舟入中町

９番12号
担保不動産の調査・
評価業務

平成元年
８月24日

百万円
20

％
100.00

しまなみ債権回収
株式会社

広島市中区銀山町
３番１号 債権管理回収業務 平成13年

６月１日
百万円

500
％

100.00

ひろぎん
ウェルスマネジメント

株式会社
広島市中区舟入中町

９番12号 保険代理業務 平成17年
10月１日

百万円
10

％
100.00

ひろぎん保証
株式会社

広島市中区十日市町
一丁目３番34号

住宅ローン等の
信用保証業務

昭和53年
６月12日

百万円
30

％
100.00

ひろぎん
カードサービス

株式会社
広島市中区銀山町

３番１号
クレジットカード発
行業務、消費者ロー
ン等の信用保証業務

昭和62年
４月20日

百万円
80

％
100.00

ひろぎん
ウツミ屋証券

株式会社
広島市中区立町

２番30号 金融商品取引業務 平成19年
７月25日

百万円
6,100

％
50.00

ひろぎんリース
株式会社

広島市中区本通
７番19号 リース業務 昭和55年

10月17日
百万円
2,070

％
20.00

ひろぎん
オートリース

株式会社
広島市中区本通

７番19号
自動車等のリース
業務

平成４年
４月１日

百万円
10

％
―

11

重要な親会社及び子会社等の状況
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(注) １．資本金は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．当行が有する子会社等の議決権比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
３．ひろぎんオートリース株式会社は、当行の関連法人等が議決権の100.00％を直接保有しております。
４．当行の連結される子会社は６社、持分法適用の関連法人等は３社であります。

重要な業務提携の概況
１．地方銀行64行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサービス（略称ACS）を行

っております。
２．地方銀行64行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信用組合、系統農協・信漁連（農

林中金、信連を含む）、労働金庫との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサー
ビス（略称MICS）を行っております。

３．地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行64行の共同出資会社、略称CNS）において、データ伝送の方
法により取引先企業との間の総合振込・口座振替・入出金取引明細等各種データの授受のサービス等を行っ
ております。

４．もみじ銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫、広島みどり信用金庫、信用組合広島商銀、広
島市信用組合、広島県信用組合、備後信用組合、両備信用組合、中国労働金庫、広島県信用農業協同組合連
合会及び会員農業協同組合とそれぞれ提携し、システムの共同利用により、口座引き落としによる代金回収
サービス（HIT－LINE代金回収サービス）を行っております。

５．株式会社ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し・預入れのサービス
等を行っております。

６．株式会社セブン銀行との提携により、コンビニエンスストア等の店舗内に設置した共同設置現金自動設備に
よる現金自動引出し・預入れのサービス等を行っております。

７．株式会社イーネットとの提携により、コンビニエンスストア等の店舗内に設置した共同設置現金自動設備に
よる現金自動引出し・預入れのサービス等を行っております。

８．株式会社ローソン・エイティエム・ネットワークスとの提携により、コンビニエンスストア等の店舗内に設
置した共同設置現金自動設備による現金自動引出し・預入れのサービス等を行っております。

９．株式会社イオン銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しのサービス等を行って
おります。

10．株式会社りそな銀行、株式会社サークルKサンクス、富士通株式会社、富士通フロンテック株式会社及び株式
会社ゼロネットワークスとの提携（バンクタイム）により、コンビニエンスストア等の店舗内に設置した共
同設置現金自動設備による現金自動引出し・預入れのサービス等を行っております。

12
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２　会社役員（取締役、会計参与、監査役及び執行役）に関する事項
(1) 会社役員の状況

(年度末現在)

氏　名 地位及び担当 重要な兼職 その他
⻆ 廣 　 勲 取締役会長（代表取締役）

池 田 晃 治 取締役頭取（代表取締役）
秘書室・東京事務所　担当

山 下 秀 雄 取締役専務執行役員
融資部　担当

葊 田 　 亨
取締役専務執行役員
営業統括部・融資企画部・法人営業部
国際営業部・公務営業部　担当

中 島 正 夫 取締役常務執行役員監査部長
監査部　担当

三 吉 吉 三
取締役常務執行役員
コンプライアンス統括部・人事総務部
リスク統括部　担当

小 嶋 泰 紀
取締役常務執行役員
総合企画部・事務統括部・IT統括部　
担当

吉 野 勇 治
取締役常務執行役員
個人営業部・業務サービス部
資金証券部　担当

住 川 雅 洋 取締役（社外）
前 田 香 織 取締役（社外）
水野上　広　司 常任監査役（常勤）
水 谷 泰 之 常任監査役（常勤）

武 井 康 年 監査役（社外）
弁護士法人広島総合法律会計
事務所　所長弁護士
広島ガス株式会社　社外監査役

髙 橋 義 則 監査役（社外） 公認会計士
吉 田 正 子 監査役（社外）

13
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(注) １．取締役の住川雅洋及び前田香織は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役の武井康年、髙橋義則及び吉田正子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．監査役の髙橋義則は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお

ります。
４．取締役の住川雅洋、前田香織、監査役の武井康年及び髙橋義則は、株式会社東京証券取引所の定める独立

役員であります。
５．取締役の前田香織の戸籍上の氏名は、相原香織であります。
６．平成28年４月１日付で次のとおり取締役の委嘱の変更を行いました。

氏　名 地位及び担当 重要な兼職 その他

中 島 正 夫 取締役常務執行役員
監査部　担当

７．当事業年度中に退任した役員は、以下のとおりであります。

退任時の会社における地位 氏　　名 退任日

専 務 取 締 役 田 和 樹 平成27年６月25日（任期満了）

専 務 取 締 役 竹 内 万 博 平成27年６月25日（任期満了）

専 務 取 締 役 ⻆ 倉 博 志 平成27年６月25日（任期満了）

常 任 監 査 役 （ 常 勤 ） 瀬 川 清 文 平成27年６月25日（任期満了）

監 査 役 （ 社 外 ） 髙 木 誠 一 平成27年６月25日（辞任）

監 査 役 （ 社 外 ） 前 川 功 一 平成27年６月25日（任期満了）
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(参考) 当行は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない各執行役員の氏名、地位及び担当は次のとお
りであります。

(年度末現在)

氏　名 地　位 担　当

野 口 　 悟 常 務 執 行 役 員 地区担当役員

荒 木 裕 三 常 務 執 行 役 員 地区担当役員

部 谷 俊 雄 常 務 執 行 役 員 本店営業部本店長

小 川 　 実 執 行 役 員 地区担当役員東部統括本部長兼尾道支店長

神 原 紳 造 執 行 役 員

神 田 和 幸 執 行 役 員 岡山支店長

妻 﨑 博 之 執 行 役 員 徳山支店長

岩 本 　 宏 執 行 役 員 呉支店長兼呉市役所出張所長

本 川 浩 司 執 行 役 員 福山営業本部本部長

小 尻 泰 史 執 行 役 員 東京支店長

小 尻 郁 男 執 行 役 員 今治支店長

15
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(注) １．平成28年４月１日付で次のとおり執行役員の地位及び担当の変更を行いました。

氏　名 地　位 担　当

部 谷 俊 雄 常 務 執 行 役 員 リスク統括部　担当

小 川 　 実 常 務 執 行 役 員 地区担当役員東部統括本部長

妻 﨑 博 之 常 務 執 行 役 員 本店営業部本店長
２．平成28年４月１日付で次のとおり執行役員に就任いたしました。

氏　名 地　位 担　当

旗 手 雅 崇 執 行 役 員 監査部長

中 間 克 彦 執 行 役 員 尾道支店長

前 田 　 昭 執 行 役 員 法人営業部・国際営業部　担当

小 池 政 弘 執 行 役 員 徳山支店長

(2) 会社役員に対する報酬等
(単位：百万円)

区 分 支 給 人 数 報 酬 等

取 締 役 13人 490

監 査 役 8人 82

計 21人 573
(注) １．上記には、平成27年６月25日開催の第104期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役３名及び監

査役３名に対する報酬等の額を含んでおります。
２．取締役（社外取締役を除く）に対する報酬等は、確定金額報酬、業績連動型報酬及び株式報酬型ストック・

オプションとしております。社外取締役に対する報酬等は、確定金額報酬としております。
a．取締役に対する確定金額報酬の報酬限度額は月額30百万円としております。
(平成２年６月28日第79期定時株主総会決議)
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b．取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型報酬の報酬額は親会社株主に帰属する当期純利益を基
準としており、報酬枠は次のとおりとしております。
(平成27年６月25日第104期定時株主総会決議)

親会社株主に帰属する当期純利益 報酬枠
330億円超 120百万円
300億円超 ～ 330億円以下 110百万円
270億円超 ～ 300億円以下 100百万円
240億円超 ～ 270億円以下 90百万円
210億円超 ～ 240億円以下 80百万円
180億円超 ～ 210億円以下 70百万円
150億円超 ～ 180億円以下 60百万円
120億円超 ～ 150億円以下 50百万円
90億円超 ～ 120億円以下 40百万円
60億円超 ～ 90億円以下 30百万円
30億円超 ～ 60億円以下 20百万円

30億円以下 ─
c．取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬限度額は年額１億50百

万円としております。
(平成22年６月29日第99期定時株主総会決議)

３．監査役に対する報酬は、全て確定金額報酬としており報酬限度額は月額７百万円としております。
(平成22年６月29日第99期定時株主総会決議)

４．上記の取締役の報酬等には、当事業年度に係る業績連動型報酬110百万円、当事業年度に係る株式報酬型
ストック・オプションの報酬額118百万円を含んでおります。

５．当行は平成22年６月29日開催の第99期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労
金制度を廃止し、第99期定時株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、制度廃止ま
での在任期間に対応するものとして退職慰労金を各人の退任時に贈呈することを決議しました。これに基
づき、上記のほか、当期中に退任した取締役２名に対し40百万円及び監査役２名に対し13百万円の退職
慰労金を支給しております。
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３　社外役員に関する事項
(1) 社外役員の兼職その他の状況

氏　名 兼職その他の状況
住 川 　 雅 洋 （ 取 締 役 ）
前 田 　 香 織 （ 取 締 役 ）
武 井 　 康 年 （ 監 査 役 ） 弁護士法人広島総合法律会計事務所　所長弁護士

広島ガス株式会社　社外監査役
髙 橋 　 義 則 （ 監 査 役 ）
吉 田 　 正 子 （ 監 査 役 ）
(注) 当行と上記の法人等との間には、記載すべき重要な関係はありません。

(2) 社外役員の主な活動状況

氏　名 在任期間 取締役会への出席状況 取締役会における発言
その他の活動状況

住 川 　 雅 洋 （ 取 締 役 ） ２年９ヵ月 取締役会14回開催の
うち14回出席

過去に日本銀行の支店長及び地域
金融機関の経営者を務めた見地か
ら、独立した立場で取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保す
るための発言を行っております。

前 田 　 香 織 （ 取 締 役 ） ９ヵ月 取締役会12回開催の
うち11回出席

学識者としての専門的見地から、
独立した立場で取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するた
めの発言を行っております。

武 井 　 康 年 （ 監 査 役 ） ４年９ヵ月 取締役会14回開催の
うち14回出席
監査役会13回開催の
うち13回出席

弁護士としての専門的見地から、独
立した立場で取締役会・監査役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための発言を行っております。

髙 橋 　 義 則 （ 監 査 役 ） ９ヵ月 取締役会12回開催の
うち11回出席
監査役会10回開催の
うち９回出席

会計士としての専門的見地から、独
立した立場で取締役会・監査役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための発言を行っております。

吉 田 　 正 子 （ 監 査 役 ） ９ヵ月 取締役会12回開催の
うち11回出席
監査役会10回開催の
うち９回出席

過去に会社経営者を務めた見地か
ら、取締役会・監査役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するた
めの発言を行っております。

(注) 前田香織、髙橋義則及び吉田正子については、平成27年６月25日就任後の状況を記載しております。
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(3) 社外役員に対する報酬等
(単位：百万円)

支 給 人 数 銀 行 か ら の 報 酬 等 銀行の親会社等からの報酬等
報 酬 等 の 合 計 7 人 34

（―） ―
(注) (　) 内は、社外役員に対する報酬以外の金額を内書きしております。
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４　当行の株式に関する事項
(1) 株　　式　　数 発行可能株式総数 2,000,000千株

発行済株式の総数 622,913千株
(自己株式2,352千株を除く。)

(注) 株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
(2) 当年度末株主数 17,005名
(3) 大　　株　　主

株 主 の 氏 名 又 は 名 称
当 行 へ の 出 資 状 況

持 株 数 等 持 株 比 率

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 26,929 千株 4.32 ％

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 19,009 3.05

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 16,687 2.67

シ ー ピ ー 化 成 株 式 会 社 14,927 2.39

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 13,088 2.10

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 12,737 2.04

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 12,085 1.94

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 12,076 1.93

中 国 電 力 株 式 会 社 12,008 1.92

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 11,500 1.84
(注) １．持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２．持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
３．持株比率は、自己株式（2,352千株）を控除して計算しております。
４．持株比率の計算上、当行が三菱UFJ信託銀行株式会社（従業員持株ESOP信託）に対し、第三者割当で処

分した1,094千株を上記の自己株式に含んで計算しております。
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(4) その他株式に関する重要な事項
（従業員持株ESOP信託）
　当行は平成23年５月13日開催の取締役会において、従業員インセンティブ・プラン「従
業員持株ESOP信託」（以下、「ESOP信託」という。）の導入を決議し、同年６月１日に
信託契約を締結しました。

①　ESOP信託導入の目的
　従業員の財産形成を促進する福利厚生制度の拡充を図るとともに、当行の業績や株価
への意識を高め企業価値向上を図ることを目的とし、当行従業員へのインセンティブ・
プランであるESOP信託を導入しました。

②　ESOP信託の概要
　ESOP信託とは、米国のESOP（Employee Stock Ownership Plan）制度を参考に、
従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当行
株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充（福利厚生制度の拡充）を
図る目的を有するものをいいます。
　当行が「広島銀行従業員持株会」（以下、「当行持株会」という。）に加入する従業
員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は５年間にわ
たり当行持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を一括して取得します。その後、
当該信託は当行株式を毎月一定日に当行持株会に売却します。信託終了時に、株価の上
昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配さ
れます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消
費貸借契約の保証条項に基づき、当行が借入先銀行に対して一括して弁済するため、従
業員への追加負担はありません。

③　信託契約の内容
イ．信託の種類 特定単独運用の金銭信託（他益信託）
ロ．委託者 当行
ハ．受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
ニ．受益者 当行持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
ホ．信託管理人 当行と利害関係のない第三者
ヘ．信託契約日 平成23年６月１日
ト．信託の期間 平成23年６月１日～平成28年６月10日
チ．議決権行使 受託者は、当行持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の

指図に従い、当行株式の議決権を行使します。
リ．取得株式の種類 当行普通株式
ヌ．取得株式の総額 1,999,715,000円
ル．株式の取得方法 当行自己株式の第三者割当により取得
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５　当行の新株予約権等に関する事項
(1) 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役
（社外取締役を除く）

① 名称
株式会社広島銀行第１回新株予約権

② 目的となる株式の種類及び数
普通株式　89,900株

③ 権利行使価格（１株当たり）
１円

④ 新株予約権の行使期間
平成22年７月29日～平成52年７月28日

⑤ 権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
以降10日間に限り、新株予約権を行使することができ
る。

3名

① 名称
株式会社広島銀行第２回新株予約権

② 目的となる株式の種類及び数
普通株式　95,200株

③ 権利行使価格（１株当たり）
１円

④ 新株予約権の行使期間
平成23年７月28日～平成53年７月27日

⑤ 権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
以降10日間に限り、新株予約権を行使することができ
る。

3名

① 名称
株式会社広島銀行第３回新株予約権

② 目的となる株式の種類及び数
普通株式　155,900株

③ 権利行使価格（１株当たり）
１円

④ 新株予約権の行使期間
平成24年７月28日～平成54年７月27日

⑤ 権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
以降10日間に限り、新株予約権を行使することができ
る。

3名
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新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を
有する者の人数

取締役
（社外取締役を除く）

① 名称
株式会社広島銀行第４回新株予約権

② 目的となる株式の種類及び数
普通株式　140,300株

③ 権利行使価格（１株当たり）
１円

④ 新株予約権の行使期間
平成25年７月26日～平成55年７月25日

⑤ 権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
以降10日間に限り、新株予約権を行使することができ
る。

5名

① 名称
株式会社広島銀行第５回新株予約権

② 目的となる株式の種類及び数
普通株式　216,100株

③ 権利行使価格（１株当たり）
１円

④ 新株予約権の行使期間
平成26年７月31日～平成56年７月30日

⑤ 権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
以降10日間に限り、新株予約権を行使することができ
る。

7名

① 名称
株式会社広島銀行第６回新株予約権

② 目的となる株式の種類及び数
普通株式　165,000株

③ 権利行使価格（１株当たり）
１円

④ 新株予約権の行使期間
平成27年８月１日～平成57年７月31日

⑤ 権利行使についての条件
新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日
以降10日間に限り、新株予約権を行使することができ
る。

8名

社外取締役 ─ ─

監査役 ─ ─
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(2) 事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
　該当ありません。

６　会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の状況

(単位：百万円)
氏 名 又 は 名 称 当該事業年度に係る報酬等 そ の 他

有限責任　あずさ監査法人
指定有限責任社員　尾﨑　更三
指定有限責任社員　河合聡一郎
指定有限責任社員　森本　洋平

71

当行は、会計監査人に対して、公認会計
士法第２条第１項の業務以外の業務で
ある本部事務部門の業務量調査作業支
援業務を委託し、対価を支払っていま
す。

当行及び当行子会社が会計監査人に支払うべき
金 銭 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 73 百万円

(注) １．当行が支払うべき会計監査人としての報酬等の額は、当行と会計監査人との間の監査契約において、会社
法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できな
いため、これらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の当年度の監査体制、監査時間と前年度の実績等を比較するなど、監査報酬額の
妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意いたしました。

(2) 会計監査人に関するその他の事項
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会社法第340条第１項各号に定める項目に該当し、解任が適切と判断さ
れる場合、監査役全員の同意により解任いたします。
　また、上記の場合の他、会計監査人の適格性、独立性等の観点から監査を遂行するに
不十分と判断した場合、その他必要と判断される場合は、会計監査人の解任又は不再任
の株主総会議案の提出を検討し、議案の内容を決定します。

７　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当行は、「地域社会との強い信頼関係で結ばれた、頼りがいのある＜ひろぎんグループ＞を構築
する」という経営ビジョンとその経営ビジョンを具体的に展開する上での基本的な考え方を示した
行動規範の、二つで構成する経営理念のもと、お客さまや地域社会、株主、市場、従事者など全て
のステークホルダーからの真の信頼を勝ち取るため、健全で透明性の高い経営を目指しています。
　そのため、取締役会において、業務の適正を確保するための体制を整備するとともに、都度必要
な見直しを行っています。
　加えて、株式会社東京証券取引所の「独立役員」の基準を満たす社外取締役を選任するなど、コ
ーポレート・ガバナンス及び業務の適正を確保する体制の強化に継続的に努めています。
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(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当行では、「倫理規程」・「服務規程」・「コンプライアンス規程」を制定し、従事者の行動基
準等を明記するなか、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付け、あらゆ
る法令やルールを厳格に遵守した誠実な企業活動に努めています。併せて、お客さまの保護及び利
便の向上に係る態勢の整備・確立に関する大綱として「顧客保護等管理規程」を制定し、全従事者
が銀行の社会的責任と公共的使命を十分認識するなかで、お客さまへの説明、相談・苦情等への対
応や情報管理など、お客さまの視点に立った誠実かつ公正な業務の遂行に努めています。その上で、
法令等遵守及び顧客保護等管理を徹底する具体的な実施計画として、半期ごとに「コンプライアン
ス・プログラム」を決議しています。また、法令等遵守に係る諸問題について、部店内で解決が図
れない事情又は報告・相談ができない事情がある場合、従事者が、コンプライアンス統括部又は社
外弁護士に、直接、報告・相談できる「ホットライン制度」を整備しています。
　加えて、「倫理規程」において、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等とは、
他社（信販会社等）との提携による金融サービスの提供などの取引を含め一切の関係を遮断する。
万一、不当要求等があった場合には、警察当局等と連携のうえあらゆる法的手段を講じ断固として
対決する。」ことを基本方針として定め、反社会的勢力等との関係遮断に係る態勢を構築していま
す。
　さらに、「倫理規程」において、「ディスクロージャーの充実による経営情報の公正な開示を通
じて、経営の透明性を高めるとともに、広く利用者意見を反映した経営を行う。」ことを定めてい
るほか、「経理規程」及び「財務報告に係る内部統制に関する規程」を制定し、連結ベースで適時・
適正な財務報告を行う態勢を整備しています。
　その他、金融円滑化や「経営者保証に関するガイドライン」への対応についても、「与信基本原
則規程」や「金融円滑化管理に関する基本方針」を制定し、お客さまへの円滑な資金の提供のほか、
経営相談や経営改善に関する支援など適切な対応に係る態勢を整備しています。

（運用状況の概要）
　取締役会は、「コンプライアンス・プログラムの実施状況」等の各種報告を受け、業務が経営の
基本方針・諸規程等に基づいて適切に運営されていることを確認するとともに、改善が必要な事項
がある場合には、都度、改善・是正をしています。また、法令等遵守の徹底と企業倫理の確立を図
るため、コンプライアンス委員会を設置し、法令等遵守に係る事項を審議・検討するなど、法令等
遵守違反の未然防止を図っています。
　また、「倫理規程」等諸規程、コンプライアンス委員会等の組織体制及び「ホットライン制度」
等の諸制度について平易に解説した「コンプライアンス・マニュアル」を全従事者に配付し、研修
で活用するなど、周知徹底を図っています。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当行では、「取締役会規程」において、取締役会議事録を10年間保存することを定めています。
　また、行内諸規程において、経営会議・審査会等の議事録等の重要な情報の保存についても定め、
適切な情報保存・管理態勢を構築しています。

（運用状況の概要）
　取締役会議事録を取締役の職務の執行に係る重要な情報として、適切に保存及び管理しています。
　その他の重要な情報についても、各部店において適切に保存及び管理しています。
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(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当行では、銀行業務を取り巻く種々のリスクに適切に対応するため「統合的リスク管理規程」を
制定し、各リスクを統合的に把握・分析し、当行の経営に重大な影響を与える損失の発生及び拡大
の防止を図っています。その上で、半期ごとに「統合的リスク管理方針書」を決議し、経営体力や
収益性等とのバランスのとれた適切なリスク管理を行っています。
　また、リスクに見合った適切な自己資本を確保し、経営の健全性維持に資することを目的として、
「自己資本管理規程」を制定し、バーゼルⅢにおける自己資本比率規制への対応も含め、適切な自
己資本管理を行っています。
　加えて、「危機管理規程」において、地震等の大規模災害など、業務が継続できなくなるリスク
に適切に対応するため、「業務継続計画（BCP）」として優先して継続する重要業務等を定めてい
ます。

（運用状況の概要）
　取締役会は、「統合的リスク管理の状況」等の各種報告を受け、適切なリスク管理がなされてい
ること、リスクに対して十分な自己資本を確保していることを確認しています。また、随時、統合
的リスク管理委員会を開催し、各リスクをモニタリングするなか、対応策を審議・検討しています。
　また、定期的に危機発生時を想定した模擬訓練を行うなど、適切な危機管理態勢を構築していま
す。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当行では、経営会議及び審査会を設置し、取締役会が決定した基本方針に基づく経営全般の重要
事項の決定を経営会議に、重要な貸出案件の審議を審査会に委任しています。
　また、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、業務の分掌及び職制並びに職務
の権限に関する規程を整備しています。

（運用状況の概要）
　経営会議・審査会において、経営全般の重要事項・重要な貸出案件を決議・審議するとともに、
諸規程に基づき報告を受ける等、効率的な業務運営を実施しています。
　また、各部門が、相互に連携しつつ、牽制機能が有効に発揮される形態で業務を分担執行してい
ます。
　併せて、「部門担当役員制度」及び「地区担当役員制度」を整備し、取締役会で選任された部門
担当役員が本部の担当部門の企画・管理業務等に、また、地区担当役員が担当地区の支店の営業推
進等に専念・特化する体制とし、それぞれの役割と責任を明確にすることで業務運営の健全性・適
切性の向上及び収益力の強化を図っています。

(5) 当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当行では、健全かつ円滑なグループ経営を図るため、「グループ会社運営・管理規程」を制定し、
グループ会社の運営・管理に関する方針及び統括管理部署等の組織体制を明確にしています。
①　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制

「グループ会社協議・報告基準」に基づいて、グループ会社から定例または随時の協議・報告
を受け、適時適切に対応しています。

②　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ会社のリスク管理・危機管理に関する指導・管理は、当行の「統合的リスク管理規程」、
「危機管理規程」に基づいて実施することを定めています。

③　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
グループ会社の業務運営に関する指導・管理は、グループ会社全体の統括管理部署と業務所管
部署が連携して行うことを定めています。
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④　子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制
グループ会社の法令等遵守に関する指導・管理は、当行の「コンプライアンス規程」に基づい
て実施することを定めています。

（運用状況の概要）
　取締役会は、グループ会社の経営全般の重要事項に係る協議・報告のため、グループ会社トップ
協議会を設置しているほか、半期ごとにグループ会社の業務運営状況に係る報告を受け、グループ
各社の業績・現況等を確認しています。
　また、グループ会社の業務を所管する部署が当該グループ会社の適切かつ効率的な業務運営に係
る指導・管理を行うとともに、所管する部署の部門担当役員・部長等を当該グループ会社の取締役・
監査役として派遣し、業務の運営・執行状況を監視・監督しています。
　加えて、当行の内部監査部門がグループ会社の内部監査を実施し、その結果を当行取締役会に報
告するなど、適切なグループ会社の運営・管理態勢を構築しています。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、
当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項

　当行では、平成18年４月に監査役の職務を補助する組織として監査役会事務局を新設し、監査役
会の指揮下に置いています。

（運用状況の概要）
　「職制規程」に基づき、監査役会事務局長は、監査役の指揮に従いその職務を補助しています。
また、監査役会事務局長の異動・評価・賞罰等の人事について、人事総務部は監査役に協議するこ
ととしています。
(7) 監査役への報告に関する体制

①　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当行では、「服務規程」、「コンプライアンス規程」において、監査役への報告ルールを整備
し、法令等に違反する行為等が発生した場合には、コンプライアンス統括部長から監査役に直
ちに報告することを定めています。

②　子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者
が監査役に報告するための体制
「グループ会社運営・管理規程」において、法令等違反行為発生時における監査役への報告ル
ールのほか、「ホットライン制度」をグループベースで整備しています。具体的には、法令等
遵守に係る諸問題について、グループ会社内で解決が図れない事情又は報告・相談ができない
事情がある場合、グループ会社従事者が、当行のコンプライアンス統括部又は社外弁護士に、
直接、報告・相談できる制度を整備するとともに、当該報告が法令等違反行為発生に該当する
場合、コンプライアンス統括部長から監査役に直ちに報告することを定めています。

（運用状況の概要）
　行内諸規程において、監査役への報告ルールを整備しているほか、各部店は、監査役からの依頼・
要請に基づいて、随時、業務の執行状況に係る必要な報告・説明を実施しています。

(8) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制

　当行では、「服務規程」、「コンプライアンス規程」、「グループ会社運営・管理規程」におい
て、通報（相談）者保護を定めています。
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（運用状況の概要）
　通報（相談）者の匿名性を保護し、その者が不利な取扱いを受けないために必要な措置を講じる
ことを定めるとともに、全従事者に対し周知徹底しています。

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　当行では、「本部決裁権限規程」において、監査役の職務執行に係る予算措置・経費の取扱いを
定めています。

（運用状況の概要）
　毎年度、監査役と協議のうえ相応の予算・経費を設けるほか、監査役がその職務の執行について、
当行に対し費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務の処理を当行経費に
て行うなど、会社法の趣旨を踏まえ適切に対応しています。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　当行では、「取締役会規程」等の諸規程にて、取締役会は監査役の出席を求めて開催すること、
経営会議・審査会に監査役は出席できることを定めています。

（運用状況の概要）
　監査役は、取締役会、経営会議、審査会などの重要な会議に出席しています。また、代表取締役
と定期的に会合を開き、監査上の重要課題等について意見を交換するほか、会計監査人とも定期的
に会合を開くなど積極的に意見を交換しています。
　監査役は、その他の取締役及び使用人とも定期的に会合を開くなど、監査態勢の整備を行ってい
ます。
　加えて、監査役は、内部監査部門と定期的に意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて
随時、内部監査部門の営業店監査に立会うほか監査結果の報告を求めるなど、緊密な連携を図り、
効率的な監査の実施と監査の実効性の向上に努めています。

＊参考資料「模式図」
(業務執行・経営の監視の仕組み)

株　主　総　会

審査会経営会議

監査役会
監査役５名

取締役会
取締役10名

（うち社外取締役２名）

会計監査人
有限責任 あずさ監査法人

選
任・解
任

選任・解任

※上記のほか、取締役を兼務しない執行役員14名（平成28年４月１日現在）を取締役会で選任し、業務を執行させ
ております。
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(法令等遵守体制)

報告

協議・確認

報告

報告

指導 指導報告･連絡･相談
報告･連絡･相談

支援・指導

報告･連絡･相談

監
査
役
会
事
務
局

監
査
役（
監
査
役
会
）

取締役会

弁護士

ホットライン

ホットライン
コンプライアンス統括部

職
務
執
行
監
査

内
部
監
査

報
告

コンプライアンス委員会
（事務局：コンプライアンス統括部）

監査部
（コンプライアンス

監視者）

本店部
（コンプライアンス管理者）

営業店
（コンプライアンス管理者）

グループ会社
（コンプライアンス･オフィサー）

(リスク管理体制)

監
査
役
会
事
務
局

監
査
役（
監
査
役
会
）

取締役会

営業店・本店部・グループ会社

経営会議
審査会

統合的リスク管理委員会 コンプライアンス委員会

リスク統括部（全行のリスク管理統括）

【
統
括
部
署
】

リ
ス
ク
の
区
分

【業務運営
部署】

【
事
務
統
括
部
】

事
務
リ
ス
ク

【
I
T
統
括
部
】

シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク

【
人
事
総
務
部
】

人
的
リ
ス
ク

【
人
事
総
務
部
】

有
形
資
産
リ
ス
ク

【
総
合
企
画
部
】

風
評
リ
ス
ク

【
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
統
括
部
】

法
務
リ
ス
ク

【
リ
ス
ク
統
括
部
】

信
用
リ
ス
ク

【
リ
ス
ク
統
括
部
】

市
場
リ
ス
ク

【
リ
ス
ク
統
括
部
】

流
動
性
リ
ス
ク

オペリスク【リスク統括部】

監
査
部
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第105期末（平成28年３月31日現在）貸借対照表
(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資   産   の   部 ）
現 金 預 け 金

現 金
預 け 金

コ ー ル ロ ー ン
買 入 金 銭 債 権
特 定 取 引 資 産

商 品 有 価 証 券
特 定 金 融 派 生 商 品

金 銭 の 信 託
有 価 証 券

国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券

貸 出 金
割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

外 国 為 替
外 国 他 店 預 け
買 入 外 国 為 替
取 立 外 国 為 替

そ の 他 資 産
未 決 済 為 替 貸
前 払 費 用
未 収 収 益
金 融 派 生 商 品
金融商品等差入担保金
そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
その他の無形固定資産

前 払 年 金 費 用
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金
投 資 損 失 引 当 金

711,894
77,506

634,388
10,766
5,193

12,284
918

11,365
156

1,999,381
1,052,823

129,137
176,046
123,198
518,174

5,267,228
25,755

130,745
4,490,981

619,746
7,315
5,077

431
1,807

32,240
2

349
7,582

11,600
3,509
9,197

88,357
12,988
57,753

754
1,233

15,626
9,673
7,439
2,233

35,072
44,331

△ 33,888
△ 4,730

（ 負   債   の   部 ）
預 金 6,797,573

当 座 預 金 367,786
普 通 預 金 3,374,560
貯 蓄 預 金 67,355
通 知 預 金 67,889
定 期 預 金 2,548,921
定 期 積 金 38
そ の 他 の 預 金 371,021

譲 渡 性 預 金 226,993
コ ー ル マ ネ ー 25,288
売 現 先 勘 定 129,184
債券貸借取引受入担保金 268,079
特 定 取 引 負 債 10,232

特 定 金 融 派 生 商 品 10,232
借 用 金 161,128

借 入 金 161,128
外 国 為 替 185

売 渡 外 国 為 替 182
未 払 外 国 為 替 3

社 債 20,000
信 託 勘 定 借 42
そ の 他 負 債 36,810

未 決 済 為 替 借 350
未 払 法 人 税 等 9,163
未 払 費 用 6,726
前 受 収 益 1,914
給 付 補 填 備 金 1
金 融 派 生 商 品 10,036
金融商品等受入担保金 2,990
リ ー ス 債 務 788
資 産 除 去 債 務 304
そ の 他 の 負 債 4,533

睡眠預金払戻損失引当金 1,495
ポ イ ン ト 引 当 金 72
繰 延 税 金 負 債 15,660
再評価に係る繰延税金負債 13,622
支 払 承 諾 44,331
負 債 の 部 合 計 7,750,700
（ 純  資  産  の  部 ）
資 本 金 54,573
資 本 剰 余 金 30,816

資 本 準 備 金 30,634
そ の 他 資 本 剰 余 金 182

利 益 剰 余 金 257,006
利 益 準 備 金 40,153
そ の 他 利 益 剰 余 金 216,853

別 途 積 立 金 186,604
繰 越 利 益 剰 余 金 30,249

自 己 株 式 △ 969
株 主 資 本 合 計 341,427
その他有価証券評価差額金 65,796
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 764
土 地 再 評 価 差 額 金 27,784
評価・換算差額等合計 92,815
新 株 予 約 権 334
純 資 産 の 部 合 計 434,577

資 産 の 部 合 計 8,185,278 負債及び純資産の部合計 8,185,278
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第105期（平成27年４月 1 日から
平成28年３月31日まで）損益計算書

(単位：百万円)
科 目 金 額

経 常 収 益 130,841
資 金 運 用 収 益 82,167

貸 出 金 利 息 63,867
有 価 証 券 利 息 配 当 金 15,345
コ ー ル ロ ー ン 利 息 253
預 け 金 利 息 427
金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息 37
そ の 他 の 受 入 利 息 2,236

信 託 報 酬 150
役 務 取 引 等 収 益 25,401

受 入 為 替 手 数 料 7,683
そ の 他 の 役 務 収 益 17,718

特 定 取 引 収 益 289
商 品 有 価 証 券 収 益 66
特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 222

そ の 他 業 務 収 益 15,712
外 国 為 替 売 買 益 1,666
国 債 等 債 券 売 却 益 13,946
金 融 派 生 商 品 収 益 98
そ の 他 の 業 務 収 益 0

そ の 他 経 常 収 益 7,121
償 却 債 権 取 立 益 4
株 式 等 売 却 益 3,554
そ の 他 の 経 常 収 益 3,561

経 常 費 用 85,705
資 金 調 達 費 用 7,451

預 金 利 息 3,453
譲 渡 性 預 金 利 息 313
コ ー ル マ ネ ー 利 息 257
売 現 先 利 息 437
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 503
借 用 金 利 息 733
社 債 利 息 378
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 1,007
そ の 他 の 支 払 利 息 365

役 務 取 引 等 費 用 8,794
支 払 為 替 手 数 料 2,761
そ の 他 の 役 務 費 用 6,032

そ の 他 業 務 費 用 10,004
国 債 等 債 券 売 却 損 10,004

営 業 経 費 52,809
そ の 他 経 常 費 用 6,645

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,227
株 式 等 売 却 損 2,323
株 式 等 償 却 148
そ の 他 の 経 常 費 用 1,946

経 常 利 益 45,136
特 別 利 益 1

固 定 資 産 処 分 益 1
特 別 損 失 197

固 定 資 産 処 分 損 184
減 損 損 失 13

税 引 前 当 期 純 利 益 44,940
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 12,873
法 人 税 等 調 整 額 2,064
法 人 税 等 合 計 14,937
当 期 純 利 益 30,002
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連結計算書類の作成方針
　子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいてお
ります。
(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結される子会社及び子法人等 ６社
ひろぎんビジネスサポート株式会社
ひろぎんモーゲージサービス株式会社
しまなみ債権回収株式会社
ひろぎんウェルスマネジメント株式会社
ひろぎん保証株式会社
ひろぎんカードサービス株式会社

②　非連結の子会社及び子法人等
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション

　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金
（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除い
ても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連
結の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項
①　持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

　該当なし
②　持分法適用の関連法人等 ３社

ひろぎんウツミ屋証券株式会社
ひろぎんリース株式会社
ひろぎんオートリース株式会社

③　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション

　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分
に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても
連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

④　持分法非適用の関連法人等
　該当なし

(3) 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
　連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。

３月末日 ６社
(4) のれんの償却に関する事項

　該当なし
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第105期末（平成28年３月31日現在）連結貸借対照表
(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資   産   の   部 ）
現 金 預 け 金
コールローン及び買入手形
買 入 金 銭 債 権
特 定 取 引 資 産
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
貸 出 金
外 国 為 替
そ の 他 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
その他の無形固定資産

退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

712,514
10,766
6,824

12,284
189

1,995,792
5,267,812

7,315
35,951
88,689
13,028
57,753

754
1,233

15,919
9,689
7,451
2,238

41,663
683

46,746
△ 35,997

（ 負   債   の   部 ）
預 金 6,792,193
譲 渡 性 預 金 221,525
コールマネー及び売渡手形 25,288
売 現 先 勘 定 129,184
債券貸借取引受入担保金 268,079
特 定 取 引 負 債 10,232
借 用 金 161,128
外 国 為 替 185
社 債 20,000
信 託 勘 定 借 42
そ の 他 負 債 44,758
退 職 給 付 に 係 る 負 債 41
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 42
睡眠預金払戻損失引当金 1,495
ポ イ ン ト 引 当 金 111
繰 延 税 金 負 債 18,328
再評価に係る繰延税金負債 13,622
支 払 承 諾 46,746
負 債 の 部 合 計 7,753,006
（ 純  資  産  の  部 ）
資 本 金 54,573
資 本 剰 余 金 30,817
利 益 剰 余 金 265,811
自 己 株 式 △ 982
株 主 資 本 合 計 350,220
その他有価証券評価差額金 65,797
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 764
土 地 再 評 価 差 額 金 27,784
退職給付に係る調整累計額 4,548
その他の包括利益累計額合計 97,365
新 株 予 約 権 334
純 資 産 の 部 合 計 447,919

資 産 の 部 合 計 8,200,925 負債及び純資産の部合計 8,200,925
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第105期（平成27年４月 1 日から
平成28年３月31日まで）連結損益計算書

(単位：百万円)
科 目 金 額

経 常 収 益 134,366
資 金 運 用 収 益 82,056

貸 出 金 利 息 63,953
有 価 証 券 利 息 配 当 金 15,110
コールローン利息及び買入手形利息 253
預 け 金 利 息 429
そ の 他 の 受 入 利 息 2,309

信 託 報 酬 150
役 務 取 引 等 収 益 28,836
特 定 取 引 収 益 289
そ の 他 業 務 収 益 15,712
そ の 他 経 常 収 益 7,323

償 却 債 権 取 立 益 5
そ の 他 の 経 常 収 益 7,318

経 常 費 用 87,156
資 金 調 達 費 用 7,452

預 金 利 息 3,452
譲 渡 性 預 金 利 息 311
コールマネー利息及び売渡手形利息 257
売 現 先 利 息 437
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 503
借 用 金 利 息 733
社 債 利 息 378
そ の 他 の 支 払 利 息 1,377

役 務 取 引 等 費 用 8,270
そ の 他 業 務 費 用 10,004
営 業 経 費 54,630
そ の 他 経 常 費 用 6,798

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,909
そ の 他 の 経 常 費 用 4,889

経 常 利 益 47,210
特 別 利 益 1

固 定 資 産 処 分 益 1
特 別 損 失 198

固 定 資 産 処 分 損 185
減 損 損 失 13

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 47,013
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,476
法 人 税 等 調 整 額 2,181
法 人 税 等 合 計 15,658
当 期 純 利 益 31,355
親会社株主に帰属する当期純利益 31,355
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成28年５月６日

株 式 会 社　広　島　銀　行
　取 締 役 会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 尾 﨑 更 三 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 　 合 　 聡 一 郎 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 本 洋 平 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社広島銀行の平成27年４月１日から平成28
年３月31日までの第105期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明
細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及び
その附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表
示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成28年５月６日

株 式 会 社　広　島　銀　行
　取 締 役 会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 尾 﨑 更 三 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 　 合 　 聡 一 郎 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 本 洋 平 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社広島銀行の平成27年４月１日から平成28年３月
31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
株式会社広島銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第105期事業年度の取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分

担等に従い、取締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監
査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
店及び主要な支店において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正
を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）及びその附属明細書並びに連結計算
書類（連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書）について検討
いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。
(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

平成28年５月６日
株式会社　広島銀行　　監査役会

常任監査役(常勤) 水 野 上 　 広 　 司 ㊞

常任監査役(常勤) 水 谷 泰 之 ㊞

社外監査役 武 井 康 年 ㊞

社外監査役 髙 橋 義 則 ㊞

社外監査役 吉 田 正 子 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　剰余金処分につきましては、株主還元とともに内部留保の充実にも意を用い、「安定配当
金」に加えて、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた「業績連動型の配当金」を実施し
ております。
　これにより、第105期の期末配当および剰余金の処分は、以下のとおりといたしたいと存
じます。

１．期末配当に関する事項
(1) 配当財産の割当てに関する事項、およびその種類と総額

　当行普通株式１株につき、５円50銭の金銭による配当を実施いたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は3,432,043,406円となります。

(2) 当該剰余金の配当がその効力を生じる日（支払開始日）
　平成28年６月29日といたしたいと存じます。

２．剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 23,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 23,000,000,000円
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第２号議案　取締役10名選任の件
　現在の取締役10名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10名の
選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふり
氏

がな
名

（ 生 　 年 　 月 　 日 ）
略 歴 、 当 行 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当行
の 株 式 数

１

す み

角
ひ ろ

廣 　
いさお

勲
(昭和19年１月１日生)

再任

昭和42年 ４月 当行入行
平成10年 ６月 取締役総合企画部長兼関連事業室長
平成11年 ６月 取締役総合企画部長
平成12年 ６月 常務取締役
平成15年 ６月 専務取締役
平成16年 ６月 専務取締役（代表取締役）
平成18年 ６月 取締役頭取（代表取締役）
平成24年 ６月 取締役会長（代表取締役）

現在に至る

28,976株

取締役候補者とした理由
　昭和42年より当行グループの一員として、主に企画部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知
しております。また、当行の代表取締役頭取を６年、代表取締役会長を４年務めており、経営経験も豊富な人
物であります。その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機
能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。

２

い け

池
だ

田
こ う

晃
じ

治
(昭和28年９月３日生)

再任

昭和52年 ４月 当行入行
平成18年 ４月 執行役員福山営業本部本部長兼

イトーヨーカドー福山店出張所長
平成20年 ４月 常務執行役員福山営業本部本部長兼

イトーヨーカドー福山店出張所長
平成21年 ４月 常務執行役員総合企画部長
平成21年 ６月 常務取締役総合企画部長
平成23年 ４月 常務取締役
平成24年 ６月 取締役頭取（代表取締役）

秘書室・東京事務所担当
現在に至る

22,000株

取締役候補者とした理由
　昭和52年より当行グループの一員として、主に営業部門、企画部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務
全般を熟知しております。また、当行の代表取締役頭取を４年務めており、経営経験も豊富な人物でありま
す。その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性
強化が期待できるため、取締役候補者としました。
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候補者
番　号

ふり
氏　　　　　　　　　　

がな
名

（ 生 　 年 　 月 　 日 ）
略 歴 、 当 行 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当行
の 株 式 数

３

ひ ろ

葊
た

田
 

　
とおる

亨
(昭和33年１月８日生)

再任

昭和56年 ４月 当行入行
平成20年 ４月 大手町支店長
平成22年 ４月 執行役員今治支店長
平成24年 ４月 常務執行役員今治支店長
平成25年 ４月 常務執行役員
平成25年 ６月 常務取締役東部統括本部長
平成27年 ４月 常務取締役
平成27年 ６月 取締役専務執行役員

営業統括部・融資企画部・公務営業部担当
現在に至る

5,144株

取締役候補者とした理由
　昭和56年より当行グループの一員として、主に営業部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知
しております。また、当行の取締役として経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当行取締役会
において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補
者としました。

４

み

三
よ し

吉
き ち

吉
そ う

三
(昭和34年７月４日生)

再任

昭和57年 ４月 当行入行
平成19年 ６月 コンプライアンス統括部長
平成21年 ４月 融資第二部長
平成22年11月 執行役員岡山支店長
平成26年 ４月 執行役員
平成26年 ６月 取締役
平成27年 ６月 取締役常務執行役員

コンプライアンス統括部・人事総務部担当
現在に至る

4,000株

取締役候補者とした理由
　昭和57年より当行グループの一員として、主にコンプライアンス部門、融資部門を歩み、豊富な業務経験
を有し、業務全般を熟知しております。また、当行の取締役として経営経験も豊富な人物であります。その経
験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待
できるため、取締役候補者としました。
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候補者
番　号

ふり
氏　　　　　　　　　　

がな
名

（ 生 　 年 　 月 　 日 ）
略 歴 、 当 行 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当行
の 株 式 数

５

こ

小
じ ま

嶋
や す

泰
の り

紀
(昭和33年２月７日生)

再任

昭和55年 ４月 当行入行
平成20年 ４月 リスク統括部長
平成22年 ４月 営業統括部長
平成24年 ４月 執行役員西条支店長兼広島空港出張所長兼

東広島市役所出張所長
平成26年 ４月 執行役員監査部長
平成26年 ６月 取締役監査部長
平成27年 ６月 取締役常務執行役員

総合企画部・事務統括部・ＩＴ統括部担当
現在に至る

16,000株

取締役候補者とした理由
　昭和55年より当行グループの一員として、主にリスク管理部門、営業部門、監査部門を歩み、豊富な業務
経験を有し、業務全般を熟知しております。また、当行の取締役として経営経験も豊富な人物であります。そ
の経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が
期待できるため、取締役候補者としました。

６

よ し

吉
の

野
ゆ う

勇
じ

治
(昭和34年３月５日生)

再任

昭和57年 ４月 当行入行
平成18年 ４月 総合企画部長
平成21年 ４月 銀山町支店長
平成24年 ４月 執行役員東京支店長
平成26年 ４月 常務執行役員東京支店長
平成27年 ４月 常務執行役員
平成27年 ６月 取締役常務執行役員

個人営業部・資金証券部担当
現在に至る

20,000株

取締役候補者とした理由
　昭和57年より当行グループの一員として、主に企画部門、営業部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務
全般を熟知しております。また、当行の取締役として経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見を当
行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、
取締役候補者としました。
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候補者
番　号

ふり
氏　　　　　　　　　　

がな
名

（ 生 　 年 　 月 　 日 ）
略 歴 、 当 行 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当行
の 株 式 数

７

へ

部
や

谷
と し

俊
お

雄
(昭和35年５月１日生)

新任

昭和58年 ４月 当行入行
平成20年 ４月 広島東支店長
平成23年 ４月 総合企画部長
平成25年 ４月 執行役員本店営業部本店長
平成27年 ４月 常務執行役員本店営業部本店長
平成28年 ４月 常務執行役員

リスク統括部担当
現在に至る

10,722株

取締役候補者とした理由
　昭和58年より当行グループの一員として、主に営業部門、企画部門を歩み、豊富な業務経験を有し、業務
全般を熟知しております。その経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機
能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。

８

す み

住
か わ

川
ま さ

雅
ひ ろ

洋
(昭和23年11月26日生)
再任  社外  独立

昭和47年 ４月 日本銀行入行
平成12年 ５月 日本銀行広島支店長
平成14年 ６月 日本銀行情報サービス局長
平成15年 ４月 東京都民銀行入行 顧問
平成15年 ６月 東京都民銀行常務取締役
平成16年 ６月 東京都民銀行代表取締役専務
平成22年 ６月 東京都民銀行顧問兼とみん経営研究所

代表取締役会長
平成23年 ４月 アメリカンファミリー生命保険会社入社

シニアアドバイザー（現任）
平成25年 ６月 当行取締役

現在に至る

6,000株

社外取締役候補者とした理由
　住川雅洋氏は、日本銀行の支店長および地域金融機関の経営に携わり、経営者としての業務執行統括の経験
を有しております。平成25年より当行社外取締役に在任しており、引き続きその豊富な経験や幅広い見識を
活かし、経営陣から独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると
判断し、社外取締役候補者としました。
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候補者
番　号

ふり
氏　　　　　　　　　　

がな
名

（ 生 　 年 　 月 　 日 ）
略 歴 、 当 行 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所有する当行
の 株 式 数

９

ま え

前
だ

田
か

香
お り

織
(昭和34年６月22日生)
再任  社外  独立

昭和57年 ４月 広島大学工学部助手
平成 ２年 ４月 財団法人放射線影響研究所
平成 ６年 ６月 広島市立大学情報科学部情報工学科助手
平成 ８年 ４月 広島市立大学情報処理センター講師
平成12年 ７月 広島市立大学情報処理センター助教授
平成19年 ４月 広島市立大学大学院情報科学研究科

教授（現任）
平成27年 ６月 当行取締役

現在に至る

1,000株

社外取締役候補者とした理由
　前田香織氏は、ＩＴ分野における学識者としての経験、および幅広い知識と高い見識を有しております。同
氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、平成27年より
当行社外取締役に在任しており、引き続きＩＴ専門家としての豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営陣から
独立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、社外取締役
候補者としました。

10

み

三
う ら

浦 　
さとし

惺
(昭和19年４月３日生)

新任  社外  独立

昭和42年 ４月 日本電信電話公社入社
平成 ８年 ６月 日本電信電話株式会社取締役人事部長
平成10年 ６月 日本電信電話株式会社

常務取締役人事労働部長
平成14年 ６月 東日本電信電話株式会社代表取締役社長
平成19年 ６月 日本電信電話株式会社代表取締役社長
平成24年 ６月 日本電信電話株式会社取締役会長（現任）

現在に至る
（重要な兼職の状況）
日本電信電話株式会社取締役会長

―株

社外取締役候補者とした理由
　三浦惺氏は、日本電信電話株式会社代表取締役社長および取締役会長として経営に携わり、経営者としての
業務執行統括の経験を有しております。同氏の経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、経営陣から独
立した立場で当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に貢献いただけると判断し、社外取締役候
補者としました。

(注) １．各候補者と当行との間には特別の利害関係はありません。
２．住川 雅洋氏、前田 香織氏、および三浦 惺氏は、社外取締役の候補者であります。
３．住川 雅洋氏の当行社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。前田 香織

氏の当行社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。
４．当行は、住川 雅洋氏、前田 香織氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお

ります。また、三浦 惺氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独
立役員として同取引所に届け出る予定であります。

５．前田 香織氏につきましては、その名前が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏
名は、相原 香織（あいばら かおり）であります。

以　上
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(ご参考)
　第105期（平成28年３月31日現在）信託財産残高表

(単位：百万円)

資 産 金 額 負 債 金 額

信 託 受 益 権 30,689 金 銭 信 託 37,848

有 形 固 定 資 産 629 包 括 信 託 720

銀 行 勘 定 貸 42

現 金 預 け 金 7,207

合 計 38,569 合 計 38,569
(注) １．共同信託他社管理財産については取扱残高はありません。

２．元本補てん契約のある信託については下表のとおりです。
３．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

元本補てん契約のある信託
金銭信託 (単位：百万円)

資 産 金 額 負 債 金 額

現 金 預 け 金 6,424 元 本 6,424

計 6,424 計 6,424
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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インターネットにより議決権行使をされる場合のお手続きおよび取扱い等について
　インターネットにより議決権行使をされる場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお
願い申しあげます。
　当日ご出席の場合は、書面（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも
不要です。

議決権行使サイトについて
● インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当行の指定する議決権行使サイト

（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。
（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止します。）

● インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場
合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主さまのインターネット利
用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

● インターネットによる議決権行使は、平成28年６月27日（月曜日）の午後６時まで受け付けいたしますが、お
早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

インターネットによる議決権行使方法について
● 議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権

行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」
をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

● 株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決
権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、議
決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることに
なりますのでご了承ください。

● 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワ
ード」をご通知いたします。

議決権電子行使プラットフォームについて（機関投資家の皆さまへ）
● 株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」にご参加の株主さまは、当該プラ

ットフォームから議決権を行使いただけます。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
● 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主さまのご負担とな

りますのでご了承ください。
以　上

システム等に関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電話　0120-173-027（受付時間　9:00～21:00　通話料無料）
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

裏表紙




